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-------------------------------------------------------------------------------------- 

場最低賃金 過去最大の引上げにどう対応

する？ 

◆令和４年度最低賃金は過去最大の引上げ 
８月２日、厚生労働省が公表した令和４年度地域

別最低賃金額改定の目安は、同審議会公益委員

の見解として示された 3.3％を基準とした結果、30
～31 円という過去最大の引上げとなりました。 
◆目安を上回る額の改定を決定するところも 

これを踏まえて各都道府県の地方審議会におけ

る改正の議論が行われ、８月９日までに、27 の都

道府県で答申もしくは公示が行われています。 
このうち、茨城県、兵庫県、佐賀県、熊本県で

は、中央最低賃金審議会が答申した額を上回る

32 円の引上げを決定しています。また、北海道のよ

うに目安が 30 円のところ、31 円の引上げを決定し

たところもあります。 
◆中小企業向けの支援策は？ 

一方、中央最低賃金審議会では、企業物価指

数が９％超の水準で推移する中で多くは十分な価

格転嫁ができず厳しい状況であること、特に中小企

業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいも

のとなったとの受止めはされています。 
そのため、答申において、中小企業向けの支援策

に関する政府に対する要望も盛り込まれています。 
◆業務改善助成金の動向に要注目 

具体的には、業務改善助成金について、原材料

費等の高騰にも対応したものとするなどより実効性

ある支援の拡充、また、最低賃金が相対的に低い

地域における重点的な支援の拡充等が挙げられて

います。 

具体的な内容はまだ明らかにされていませんが、

昨年度は、最低賃金引上げに対応した業務改善

助成金特例コースの受付が、令和４年 1 月 13 日

に開始されました。 
最低賃金額の改定は令和４年 10 月以降となり

ます。こうした支援策の動向にも注目しておくとよいで

しょう。 
【厚生労働省「令和４年度地域別最低賃金額改定

の目安について」】 
 
女性活躍の状況、採用への影響も？ 

◆女性管理職の比率 
「令和３年度雇用均等基本調査」（厚生労働省）

の結果によると、課長相当職以上に占める女性の

割合は 12.3％（令和２年度は 12.4％）で、係長相

当職以上では 14.5％（同 14.6％）と、いずれも 0.1
ポイント低下したそうです。 

また、役職別にみた女性の割合は、次のようにな

りました。 
役員 21.4％（同 20.3％） 
部長相当職 7.8％（同 8.4％） 
課長相当職 10.7％（同 10.8％） 
係長相当職 18.8％（同 18.7％） 
欧米やシンガポール等のアジア諸国で 30～40％

近い国々があるのと比べると、まだまだ低いようです。 
◆女性活躍の状況に関する公表義務が拡大 
現在、女性活躍推進法により、労働者数が 101

名以上の事業主に対し、女性の活躍にかかる「行

動計画の策定・公表」が義務化されています。 
内容は、女性の活躍に関する状況把握・課題分

析、数値目標と取組みを盛り込んだ行動計画の策
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定・届出・周知・公表などです。 
301 名以上のいわゆる大企業については既に義

務化されていましたが、今年４月にその適用対象が

広がりました。100 名以下の企業は、努力義務と

なっています。 
◆いずれは男女の賃金格差の開示義務も拡大？ 

一方、７月には、従業員が 301 名以上の企業に

対し、男女の賃金格差を開示することが義務付けさ

れました。これもいずれ、適用対象企業の範囲が広

げられるかもしれません。 
◆採用場面で不利に？ 
適用対象ではないからといって、自社の状況を把

握していないのは今後の人材採用の場面で不利に

なる可能性が高まります。来るべき適用拡大に備え、

検討を始めてみてはいかがでしょうか。 
その際には、「短時間正社員制度」、「勤務地限

定正社員制度」、「職種・職務限定正社員制度」

などの制度や残業削減方法など、働きやすい環境

づくりについても併せて考える必要があるでしょう。 
【厚生労働省「令和３年度雇用均等基本調査」】 
 
雇用調整助成金等の不正受給防止対策が

強化されています。 

◆会計検査院による是正要求 

 会計検査院は、雇用調整助成金等と休業支援

金等（以下、雇調金等）について多額の不適切受

給が発生しているとし、厚生労働省に是正要求を

行いました。具体的には、令和２、３両年度に支給

決定された雇調金等を対象に検査したところ、33 労

働局計３億 1,719 万円について重複支給や二重

支給、また不正受給が確認されたということです。厚

生労働省には次のような処置を要請しています。 

〇保有するデータを活用するなどして、不適切な支

給がないか事後確認すること、その具体的な方法

を策定すること等 

〇リスクの所在等に十分に留意して実地調査の対

象とする事業主の範囲を設定するよう見直しを行

い、リスクの程度を適切に評価することにより付し

た優先度に基づき実地調査の対象とする事業主

を選定すること、その具体的な方法を策定するこ

と 

◆厚生労働省は対策強化を明言 

 これを受け、厚生労働省は対策を強化し、不正

受給が疑われる場合は規定に基づく措置を行うとあ

らためて明言しました。今後は上記の要請に従い、

事後確認の強化など、より厳密な調査が行われるこ

とが予想されます。これまでも事業者や従業員に対

して不正受給への注意を促すリーフレット等が公表

されていましたが、今一度これらの内容を確認し、万

が一にも指摘を受けることのないよう、注意を払う必

要があるでしょう。 
 
9月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

12日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31日 
○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第

２期分＞［郵便局または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出 
［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 


